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中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入等支援事業 
補助金に関するＱ＆Ａ 

 

 

令和６年９月２４日 

（公社）全日本トラック協会 

 

■①テールゲートリフター補助金、②トラック搭載型クレーン対象 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．申請者にはどのような要件がありますか。 

答．導入する機器を装着する車両の「所有者」が申請者となります。申請時点において５両以

上の事業用自動車を保有し、かつ資本金３億円以下又は従業員数３００人以下の「中小トラ

ック運送事業者」又は当該条件を満たすトラック運送事業者に貸し渡す「自動車リース事業

者」が該当します。 

 

問２．保有車両５両以上とは、会社全体でカウントするのでしょうか。 

答．保有車両は会社全体でカウントします。エンジン付きの車両を合計します。 

 

  問３．割賦販売のため機器装着車両の所有者が自動車販売会社（ディーラー）となっている

場合は、補助金申請ができますか。 

答． ディーラーが申請者となることはできません。この場合、トラック運送事業者が申請す

ることができますが、申請前、又は申請後遅くとも 11/30までにトラック運送事業者が当該

車両の残代金を完済し、所有権を取得し、かつ、車検証の名義変更を行わなければ、補助金

の交付を受けられません。 

 

 問４．リース車両は、トラック運送事業者と自動車リース事業者のどちらが申請を行うので

すか。 

答．自動車リース事業者が申請を行ってください。 

 

問５．転リースでも申請できますか。その場合、必要な書類はどのような書類が必要でしょ

うか。  

答．申請は可能です。その際は車両の所有者であるリース会社（１次リース会社）が申請者と

なります。 

書類はリース車両申請に必要な書類のほか、１次リース会社と２次リース会社との間のリ

ース契約書や各々のリース会社の登記簿謄本、誓約書、支払いを証する書類等が必要となり

ます。 

 

問６．リース契約車両に、使用者であるトラック運送事業者が現金等で購入した機器を装着

した場合は、申請できますか。また、申請はリース会社がするのですか。それともトラッ

ク運送事業者がするのですか。  

答．申請は可能です。申請者は、車両の所有者であるリース会社となります。 
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【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いません。

なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。 （宅配便では受け付

けられません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

 問４．本社のほかに支店、営業所でも複数台テールゲートリフターを導入している場合は、

それぞれの営業所ごとに申請を行えばよいのでしょうか。 

答． 今回の補助金は一事業者につき１台（Ｇマーク取得等事業者にあっては複数台）までの上

限が定められていますので、本社が代表して申請を行ってください。 

  なお、都道府県をまたがる複数の営業所で申請がされ、上限台数を超えることが判明した

場合は、上限台数を超える分の申請を取り下げていただくこととなります。 

 

 問５．「Ｇマーク取得事業者」として３台申請するためには、対象機器導入（装着）車両を

Ｇマーク取得営業所に配置することが必要ですか。 

答． 必要ありません。「Ｇマーク取得事業者」とは、いずれかの営業所がＧマークを取得して

いる事業者をいい、対象機器導入（装着）車両を配置する営業所がＧマークを取得しているこ

とまでは要件としません。 

 

 問６．Ｇマーク取得等事業者が複数台分申請する場合で、装着済みのものが１台、装着前の

ものが２台あるときは、どのように申請を行えばよいのでしょうか。 

答．装着済みのものは「Ａ 交付申請書 兼 実績報告書」を提出し、装着前のものは「Ｂ 交

付申請書」を別々に提出していただく必要があります。それぞれ提出していただく書類が異な

りますのでご注意ください。 

 

 問７．申請時点で導入済み（装着済み）ですが、支払いが手形や割賦のため、申請後に支払

いを行う場合は導入前申請となりますか、導入後申請となりますか。  

答．申請時点で導入済み（装着済み）の場合は、支払いが未完了であって、支払いを証する書類

が提出できなくても、Ａ 導入後申請として申請してください。 

また、申請書類を送付する際、「支払を証する書類が申請時に書類提出できない理由」を（A-

1）チェックシートの備考欄に明記して提出し 11/30 までに支払いを完了させ、当該書類を

12/25の提出期限までにＦＡＸで全ト協へ必ず提出してください。 

 

 問８．当社は、Ｇマークを取得しており、「ホワイト物流」推進運動の自主宣言を行ってい

る。この場合、５台申請を行うことが可能ですか。 

答．今回の補助金は、Ｇマーク取得事業者は最大３台まで、「ホワイト物流」推進運動の自主行

動宣言を行っている事業者、または、「働きやすい職場認証制度による認証」を取得している

事業者は最大２台まで申請を行うことができるとしており、Ｇマーク取得事業者で、かつ、

「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言を行っている事業者、または、「働きやすい職場認

証制度による認証」を取得している事業者は、最大５台まで申請を行うことができると定めて

います。 
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【３．補助対象】 
 

  問１．中古品の機器（テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン）は補助金の対象と

なりますか。 

答．対象とはなりません。 

 

  問２．今まで使用していた機器が古くなったので、新品に付け替えた場合は、補助を受ける

ことはできますか。  

答．古いものと新しいものの付け替え（入れ替え）は補助金の交付を受けることはできません。 

 

 問３．テールゲートリフター付き又はトラック搭載型クレーン付きのいわゆる「新古車」を

導入した場合は対象となりますか。 

答．新古車であっても、既に機器が装着されているものを導入されている場合は中古品の導入

となりますので、補助金の交付を受けることはできません。 

 

問４．補助金の交付を受けた機器は、補助金が交付されてから最低何年使用しなければなら

ないのでしょうか。 

答．テールゲートリフター及びトラック搭載型クレーンのいずれも、装着した日から、法定耐

用年数の期間（５年間）は使用する必要があります。５年未満で処分や譲渡すると補助金を

返還しなければなりません。 

 

 問５．Ｇマーク取得事業者の場合は３台まで申請ができるため、申請の際に１台目、２台目

の順位付けを行なうこととなっていますが、申請後に順位を変更することはできますか。 

答． 原則として申請後に順位を変更することは認められません。なお、順位を決める場合は

導入の前・後にかかわらず、補助額の高い順に１台目、２台目、３台目としてください。 

 

 問６．Ｇマーク事業者による３台申請の際、申請の順位付けについて、導入後申請と導入前

申請を行なう場合は、導入前申請を１台目とすることはできますか。 

答． どちらの補助額とも同じ場合は、Ａ 導入後申請を１台目としてください。また、導入

前申請分の補助額が高い場合は、Ｂ 導入前申請を１台目としてください。 

 

 問７．Ｇマーク事業者による３台申請の際、申請の順位付けについて、別々のリース会社で

契約をしている場合には順位付けをどのようにすればよいのでしょうか。 

答．使用者であるトラック運送事業者が主導していただき、調整の上、１台目、２台目、３台

目の順位付けを正しく行ってください。 

 

 問８．リース車両について、契約期間が５年未満の場合は、５年以上に契約をしなおす必要

がありますか。 

答．申請にあたって直ちに契約をし直す必要はありませんが、リース会社が契約期間満了後も

５年を超える期間にわたり貸し渡すことを証明する「リース契約延長宣誓書」（A-10又は C-

8）を提出し、補助金の交付を受けた場合には５年間継続して同一事業者に貸し渡していただ

く必要があります。 

 

 問９．後付装着の場合、導入日はいつの日付でしょうか。  

答．後付装着の場合の基準日は、装着車両が構造等変更検査を受けた日が基準日となります。

構造等変更検査の記載がある装着車両の自動車検査証の日付を確認してください。 

  

 

 

 



 - 4 - 

【４．申請書類等】 
 

 問１．申請書類は何部作成する必要がありますか。 

答．正本１部を作成してください。それ以外に申請者で書類の写し（コピー）を必ず保管して

ください。なお、申請書類は５年間保存する必要があります。 

 

 問２．【A-2、B-2、C-2】申請書にある法人番号とは、どのような番号でしょうか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社

の番号を検索して、13桁の番号を記載してください。 

 

 問３． 【A-2、B-2、C-2】申請書にある法人番号は必須ですか。 

答． 国税庁法人番号公表サイトでお調べいただき、必ず記入して申請してください。 

 

 問４．【A-2、B-2、C-2】申請者について、代表者から委任を受けた者（例えば支社長や支

店長、本部長等）が申請することは可能でしょうか。その場合は委任状を添付すればよい

でしょうか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限委譲を受けている方であれば申請

者として記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写

し等の書類を添付してください。  

 

 問５．【A-3、A-4、B-3、C-3】見積書や請求書に、指定の様式はありますか。 

答．指定の様式はありません。各社の様式により提出していただいて構いません。 

 

 問６．【A-3、A-4、B-3、C-4】見積書と請求書に補助対象機器の導入費（機器の購入価格）

の記載がない場合はどのようにすればよいですか。 

答． 所定の様式に記載がない場合は、自動車販売会社等が手書きで追記してください。なお、

その際には記入者の所属会社名、氏名の記入等をあわせてお願いします。 

 

 問７．【A-3、A-4、A-5、B-3、C-3、C-4】見積書や請求書、支払いを証する書類に車両番号

や型式などの記載がない場合はどのようにすればよいですか。 

答． 所定の書類に記載がない場合は、自動車販売会社等が手書きで追記して対応してくださ

い。なお、その際には記入者の所属会社名、氏名の記入等をあわせてお願いします。 

 

 問８．【A-3、A-4、A-5、B-3、C-3、C-4】新車導入の場合でも、機器代金だけの見積書、請

求書、支払いを証する書類の提出でよいのでしょうか。 

答．新車への装着による導入の場合は、機器代金分の他に、車両本体の見積書、請求書、支払

いを証する書類（領収証の写し）の提出が必要です。 

 

 問９．【A-3、B-3】補助対象機器の導入が判別できる書類とは具体的にどのような書類を提

出すればよいのでしょうか。 

答． 自動車販売会社発行の見積書や明細書、あるいは架装メーカーや機器メーカーの見積書

や明細書など、補助対象機器の導入費（補助対象機器の購入価格）、メーカー名、商品名、

型式が記載されている書類を提出してください。 

 

 問10．【A-3、B-3】見積書を紛失してしまった場合は、再発行したものでよいでしょうか。 

答．再発行のもので構いません。再発行したものであることを提出書類に明示してください。  
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 問11．【A-5、C-4】ネットバンキングやATMにより振込で支払いを行っているため、支払い

を証する書類として、領収証の写しが提出できません。どのようにしたらよいのでしょう

か。 

答． 機器購入先（または車両購入先）に対し、領収証の発行を求めてください。通帳の写し

やネットバンキングの入出金明細書等の写しは書類として認められません。 

 

 問12．【A-5、C-4】支払いを証する書類としてどうしても領収証の写しが入手できない場合

に、金融機関等の振込依頼書が認められていますが、車両番号や型式等の記載がないので

すが、どのようにしたらよいのでしょうか。 

答． 自動車販売会社等に必要な事項を記載してもらい、提出してください。なお、その際に

は記入者の所属会社名、氏名の記入等をあわせてお願いします。 

 

 問13．【A-5、C-4】導入後申請の場合、申請時点で手形や割賦の繰り上げ弁済が完了してい

ない場合は、支払いが完了したことを証明する書類が添付できません。どのようにしたら

よいでしょうか。 

答． まず、申請時には手形や割賦による支払の領収証等を添付してください。また、支払い

が完了していないため、「支払完了書類が未発行で添付できない旨」を記載した書面（様式

は問いません）を提出してください。11/30までに繰り上げ弁済が完了次第、支払いが完了

した旨を領収証等に記載していただき、提出期限である 12/25までに全ト協へ必ず提出して

ください。 

 

 問14．【A-6、C-5】新車新規登録後に移転登録を行なった場合は、自動車検査証を移転登録

前後それぞれ提出が必要になりますか。 

答． そのとおりです。移転登録前後の各１通の車検証の写しを提出してください。なお、電

子車検証の場合は、「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。 

 

 問15．【A-6、C-5】提出すべき自動車検査証の写しを紛失してしまった場合は、どのように

すればよいですか。 

答． 登録事項等証明書（詳細証明）を管轄運輸支局で取得し、提出してください。 

 

 問16．【A-7、C-6】書類の中に写真を提出することになっていますが、カラー必須ですか。 

答． 原則として、カラーによる提出をお願いします。なお、カラーによる提出が困難な場合

は白黒による提出でも構いませんが、その際は車両ナンバーや銘板の文字等写真の内容が判

別できるように鮮明なものを必ず提出してください。もし白黒で内容が判別できない場合

は、カラーによる書類の再提出を求める場合があります。 

 

 問17．【A-7、C-6】テールゲートリフターやトラック搭載型クレーンの製品銘板を撮影する

ことになっていますが、どこにあるかわからない場合どのようにすればよいでしょうか。 

答． メーカー又は自動車販売会社にご確認ください。 

 

 問18．【A-8、C-7】リース契約書に車番等の記載がない場合は、どのようにしたらよいでし

ょうか。 

答．契約書のほかに、車番等の記載がある書類（物件引取証等）を必ず提出してください。 

 

 問19．【A-8、C-7】電子契約を利用したリース取引の場合は、どのような証憑書類を提出す

れば良いか。 

答．リース取引証憑として対外的に証明が可能であれば電子契約でも問題ありませんが、事実

確認が困難な場合は、別途証憑書類を提出いただく可能性がありますのでご了承ください。 
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 問20．【A-12、C-10】補助金申請にかかる宣誓書の日付は申請書の日付と同日でなければな

りませんか。 

答． 日付は申請書と同日もしくは前の日でお願いします。 

 

 問21．【A-13、B-5】運送事業を開始してから1事業年度が経過していないため、まだ運輸局

に事業報告書を提出していません。このような場合はどのようにしたらよいでしょうか。 

答．事業報告書は、補助金の申請者（リース車両の場合は使用者である運送事業者）が、中小

のトラック運送事業者であることを証明するためのものです。このため、事業開始後 1年未

満のトラック運送事業者であって事業報告書を提出していない場合は、事業許可書とともに

登記簿謄本（申請日から３ヶ月以内）を提出してください。 

 

 問22．【A-13、B-5】貨物自動車事業実績報告書（第４号様式）にも従業員数の記載があり

ますが、これは事業概況報告書の代用にはなりませんか。 

答．事業概況報告書（第１号様式）は、補助金の申請者（リース車両の場合は使用者である運

送事業者）が中小のトラック運送事業者であることを証明するためのものです。したがっ

て、直近の貨物自動車運送事業実績報告書（第４号様式）に記載の従業員数で中小企業者で

あることが判断できるときには、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車事業実績報告

書の写し（コピー）でも可とします。 

 

 問22．【A-6、C-5】自動車検査証の提出について、令和5年1月4日以降の登録で電子車検証

の場合は「自動車検査証記録事項」の写しのみ提出すれば良いのですか。 

答．そのとおりです。 

 

 

【５．購入・支払方法等】 

 

問１．機器装着車両の購入形態は、自社購入・リースいずれも認められますか。 

答．車両の購入形態は、自社購入・リースのいずれも認められます。 

 

問２．手形あるいは割賦により導入した場合は、補助を受けることはできますか。 

答．手形あるいは割賦による購入形態は、そのままでは補助対象事業が完了したとみなされな

いため、補助を受けることはできません。割賦払いや手形支払で購入した場合は、申請前、又

は申請後遅くとも 11/30 までにトラック運送事業者が当該車両の残代金を完済し、所有権を

取得し、かつ、車検証の名義変更を行わなければ、補助金の交付を受けられません。 

 

問３．リース会社との割賦販売契約の場合は、誰が申請者になりますか。 

答．売主が主にリース事業を行う会社であったとしても、当該車両がリース契約でなく売買契

約によって取引されている場合は、リースによる導入ではなく、購入による導入にあたり、

トラック運送事業者が申請することになります。さらに、割賦支払いの場合は、申請前、又

は申請後遅くとも 11/30までにトラック運送事業者が当該車両の残代金を完済し、所有権を

取得し、かつ、車検証の名義変更を行わなければ、補助金の交付を受けられません。 

 

 問４．支払いは、いつまでに完了していなければなりませんか。 

答．11/30までに支払いが完了していなければ、補助を受けることができません。 

  一般的には月末締め翌月払いの掛取引と思われますが、11月購入 12月支払いでは補助を

受けられませんので、11/30までに現金で支払う等 11月末日までに必ず支払いを完了してく

ださい。なお、この場合、令和 6年 12月 25日までに全ト協必着で領収書等の写しを提出し

て頂く必要があります。 
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 問５．代金支払時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよい

でしょうか。  

答．支払いを証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際は

記入者の所属会社名、氏名の記入等をお願いします。 

 

【６．実績報告】 
 

問１．導入前申請を行いましたが、契約の関係で11/30までに条件が整わず実績報告が行え

なかった場合はどうなりますか。 

答．交付決定は、11/30までに機器を導入し、支払いが完了したものに対して行います。したが

って、導入前申請後、11/30までに条件が整わず、12/25までに実績報告が行えなかった場合

は、補助を受けることはできません。なお、実績報告が行えない場合は、下記までお知らせ下

さい。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 

 

 問２．導入前申請を行い、機器の導入（装着車両の納車）が11/30までに間に合わなかった

場合はどのようになりますか。また、その場合に手続きは必要でしょうか。 

答．Ｐ７【６．実績報告】問１．の答と同様です。 

 

 

【７．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したが

って、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を

締め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くだ

さい。 

 

 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することは致しません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 

 

 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。リース車両の場合は、全ト協から申請者

である自動車リース事業者に振り込みます。なお、自動車リース事業者は借受人である使用

者（貸渡先）に補助金相当額を還元する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 問５．国の他の補助金を受けている場合は対象外とありますが、車両本体に対する補助金 
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（例えば、国土交通省の環境対応車補助金や環境省（LEVO）の低炭素ディーゼル 

トラック補助金等）を受けている場合は補助が受けられないのですか。 

答． 機器そのものに補助を受けている場合が対象外となります。車両本体に対する補助金は

該当しません。 

なお、全ト協では、テールゲートリフター機器に対する国の補助金を、現時点では把握し

ておりません。 

 

問６．補助金を受けた機器装着車両が事故を起こし、機器が使用できなくなった場合は、補

助金返還の必要がありますか。 

答．装着後５年以内に補助金を受けた機器を処分（装着車両の廃車や譲渡等）する場合は、過

失の程度に関係なく補助金を返還して頂く必要があります。 

 

 問７．装着車両を緑ナンバーから白ナンバーに変更した場合、補助金の返還が必要ですか。 

答．今回の補助金は緑ナンバー（事業用自動車）への装着を対象としています。したがって、

装着後５年以内に装着車両を白ナンバー（自家用自動車）に変更した時点で補助金を返還し

て頂く必要があります。 

 

 問８．リースによる導入した車両で、所有者がリース会社から使用者に変更となった場合は

補助金の返還が必要ですか。 

答．装着後５年以内に所有者名義が変更となる場合は、リース車両の使用者への権利譲渡も含

め、全て補助金を返還して頂く必要があります。 

 

 問９．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 

 

 問10．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問11．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 
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■③トラック搭載用２段積みデッキ対象 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．申請者にはどのような要件がありますか。 

答．導入するトラック搭載用２段積みデッキを搭載する車両の使用者であり、かつ、トラック

搭載用２段積みデッキの代金支払いを行ったトラック運送事業者が申請者となります（リー

ス事業者による申請は出来ません）。車両の使用者と代金支払いを行った者が同一でなけれ

ばなりません。 

また申請時点において、５両以上の事業用自動車を保有し、かつ資本金３億円以下又は従

業員数３００人以下の「中小トラック運送事業者」が該当します。 

 

問２．保有車両５両以上とは、会社全体でカウントするのでしょうか。 

答．保有車両は会社全体でカウントします。エンジン付きの車両を合計します。 

 

  問３．グループ会社で一括購入したトラック搭載用２段積みデッキを導入した場合は、補助

金申請ができますか。 

答．代金の支払いをグループ会社が立て替え払いしている場合は、申請ができません。補助金

を受ける者が代金の支払いを行っていなければ補助金を受けることができません。 

 

問４．リース契約車両に、使用者であるトラック運送事業者が現金等で購入したトラック搭

載用２段積みデッキを装着した場合は、申請できますか。その場合、申請はリース会社が

するのですか。それとも運送事業者がするのですか。  

答．申請は可能です。トラック搭載用２段積みデッキの導入事業においては、車両の使用者で

ある「トラック運送事業者」が申請を行うこととなります。 

 

【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いませ

ん。なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。 （宅配便では受け付

けられません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

 問４．本社のほかに支店、営業所でも複数台分のトラック搭載用２段積みデッキを導入して

いる場合は、それぞれの営業所ごとに申請を行えばよいのでしょうか。 

答． 今回の補助金は一事業者につき１台分（Ｇマーク取得等事業者にあっては複数台）まで

の上限が定められていますので、本社が代表して申請を行ってください。 

  なお、都道府県をまたがる複数の営業所で申請がされ、上限台数を超えることが判明した

場合は上限台数を超える分の申請を取り下げていただくこととなります。 
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 問５．「Ｇマーク取得事業者」として３台申請するためには、対象機器導入（装着）車両を

Ｇマーク取得営業所に配置することが必要ですか。 

答． 必要ありません。「Ｇマーク取得事業者」とは、いずれかの営業所がＧマークを取得し

ている事業者をいい、対象機器導入（装着）車両を配置する営業所がＧマークを取得してい

ることまでは要件としません。 

 

 問６．Ｇマーク取得等事業者が複数台分申請する場合で、導入済みのものと導入前（導入予

定）のものが１台ずつあるときは、どのように申請を行えばよいのでしょうか。 

答．導入済みのものは「Ａ 交付申請書 兼 実績報告書」を提出し、導入前のものは「Ｂ 

交付申請書」を別々に提出していただく必要があります。それぞれ提出していただく書類が

異なりますのでご注意ください。 

 

 問７．申請時点で導入済みですが、支払いが手形や割賦のため、申請後に支払いを行う場合

は導入前申請となりますか、導入後申請となりますか。  

答．申請時点で導入済みの場合は、支払いが未完了であって、支払いを証する書類が提出でき

なくても、Ａ 導入後申請として申請してください。 

また、申請書類を送付する際「支払を証する書類が申請時に提出できない理由」を 

（A-1）チェックシートの備考欄に明記して提出し、11/30までに支払いを完了させ、当該

書類を 12/25の提出期限までにＦＡＸで全ト協へ必ず提出してください。 

 

 問８．当社は、Ｇマークを取得しており、「ホワイト物流」推進運動の自主宣言を行ってい

る。この場合、５台申請を行うことが可能ですか。 

答．今回の補助金は、Ｇマーク取得事業者は最大３台まで、「ホワイト物流」推進運動の自主行

動宣言を行っている事業者、または、「働きやすい職場認証制度による認証」を取得している

事業者は最大２台まで申請を行うことができるとしており、Ｇマーク取得事業者で、かつ、

「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言を行っている事業者、または、「働きやすい職場認

証制度による認証」を取得している事業者は、最大５台まで申請を行うことができると定めて

います。 

 

 

【３．補助対象】 
 

  問１．中古品のトラック搭載用２段積みデッキは補助金の対象となりますか。 

答．対象とはなりません。 

 

問２．補助金の交付を受けたトラック搭載用２段積みデッキは、補助金が交付されてから最

低何年使用しなければならないのでしょうか。 

答．購入日から、法定耐用年数の期間（５年間）は使用する必要があります。５年未満で処分

や譲渡すると補助金を返還しなければなりません。 

 

 問３．Ｇマーク取得事業者の場合は３台まで申請ができるため、申請の際に１台目、２台目

の順位付けを行なうこととなっていますが、申請後に順位を変更することはできますか。 

答． 原則として申請後に順位を変更することは認められません。なお、順位を決める場合は

導入の前・後にかかわらず、補助額の高い順に１台目、２台目、３台目としてください。 

 

 問４．Ｇマーク事業者による３台申請の際、申請の順位付けについて、導入後申請と導入前

申請を行なう場合は、導入前申請を１台目とすることはできますか。 

答． どちらの補助額とも同じ場合は、Ａ 導入後申請を１台目としてください。また、導入

前申請分の補助額が高い場合は、Ｂ 導入前申請を１台目としてください。 
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 問５．トラック搭載用２段積みデッキをグループ会社で購入し、共同利用したいのですが、

補助金の交付を受けることができますか。 

答． 今回の補助金は購入先に補助金を振り込むこととなりますので、使用者（利用者）が代

金を支払っていなければ補助金の交付を受けることができません。 

 

 問６．トラック搭載用２段積みデッキをレンタルで利用したいのですが、補助金の交付を受

けることができますか。 

答． レンタルでの導入は機器代金の支払が完了していないため、補助金の交付を受けること

ができません。 

 

 

【４．申請書類等】 
 

 問１．申請書類は何部作成する必要がありますか。 

答．正本１部を作成してください。それ以外に申請者で書類の写し（コピー）を必ず保管して

ください。なお、申請書類は５年間保存する必要があります。 

 

 問２．【A-2、B-2、C-2】申請書にある法人番号とは、どのような番号でしょうか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社

の番号を検索して、13桁の番号を記載してください。 

 

 問３． 【A-2、B-2、C-2】申請書にある法人番号は必須ですか。 

答． 国税庁法人番号公表サイトでお調べいただき、必ず記入して申請してください。 

 

 問４．【A-2、B-2、C-2】申請者について、代表者から委任を受けた者（例えば支社長や支

店長、本部長等）が申請することは可能でしょうか。その場合は委任状を添付すればよい

でしょうか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限委譲を受けている方であれば申請

者として記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写

し等の書類を添付してください。  

 

 問５．【A-3、A-4、B-3、C-3】見積書や請求書に、指定の様式はありますか。 

答．指定の様式はありません。各社の様式により提出していただいて構いません。 

 

 問６．【A-3、A-4、B-3、C-4】見積書と請求書に補助対象機器の導入費（機器の購入価格）

の記載がない場合はどのようにすればよいですか。 

答． 所定の書類に記載がない場合は、自動車販売会社等が手書きで追記してください。な

お、その際には記入者の所属会社名、氏名の記入等をあわせてお願いします。 

 

 問７．【A-3、B-3】補助対象機器の導入が判別できる書類とは具体的にどのような書類を提

出すればよいのでしょうか。 

答．機器メーカーの見積書や明細書など、補助対象機器の導入費（補助対象機器の購入価格）

メーカー名、商品名、型式が記載されている書類を提出してください。 

 

 問８．【A-3、B-3】見積書を紛失してしまった場合は、再発行したものでよいでしょうか。 

答．再発行のもので構いません。再発行したものであることを提出書類に明示してください。  
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 問９．【A-5、C-4】ネットバンキングやATMにより振込で支払いを行っているため、支払い

を証する書類として、領収証の写しが提出できません。どのような書類であれば認められ

ますか。 

答． 機器購入先に対し、領収証の発行を求めてください。通帳の写しやネットバンキングの

入出金明細書等の写しは書類として認められません。 

 

 問10．【A-5、C-4】導入後申請の場合、申請時点で手形や割賦の繰り上げ弁済が完了してい

ない場合は、支払いが完了したことを証明する書類が添付できません。どのようにしたら

よいでしょうか。 

答． まず、申請時には手形や割賦による支払の領収証等を添付してください。また、支払い

が完了していないため、申請書類を送付する際「支払完了書類が未発行で添付できない旨」

を記載した書面（様式は問いません）を提出してください。11/30までに繰り上げ弁済が完

了次第、支払いが完了した旨を領収証等に記載していただき、提出期限である 12/25までに

全ト協へ必ず提出してください。 

 

 問11．【A-6、C-5】提出すべき自動車検査証の写しを紛失してしまった場合は、どのように

すればよいですか。 

答． 登録事項等証明書（詳細証明）を管轄運輸支局で取得し、提出してください。 

 

 問12．【A-7、C-6】書類の中に写真を提出することになっていますが、カラー必須ですか。 

答． 原則として、カラーによる提出をお願いします。なお、カラーによる提出が困難な場合

は白黒による提出でも構いませんが、その際は車両ナンバーや機器の詳細等写真の内容が判

別できるように鮮明なものを必ず提出してください。もし白黒で内容が判別できない場合

は、カラーによる書類の再提出を求める場合があります。 

 

 問13．【A-12、C-10】補助金申請にかかる宣誓書の日付は申請書の日付と同日でなければな

りませんか。 

答． 日付は申請書と同日もしくは前の日でお願いします。 

 

 問14．【A-13、B-5】運送業を開始してから１事業年度が経過していないため、まだ運輸局

に事業報告書を提出していません。このような場合でも補助金申請は可能でしょうか。 

答．事業報告書は、補助金の申請者（リース車両の場合は使用者である運送事業者）が、中小

のトラック運送事業者であることを証明するためのものです。このため、事業開始後 1年未

満のトラック運送事業者であって事業報告書を提出していない場合は、事業許可書とともに

登記簿謄本（申請日から３ヶ月以内）を提出してください。 

 

 問15．【A-13、B-5】貨物自動車事業実績報告書（第４号様式）にも従業員数の記載があり

ますが、これは事業概況報告書の代用にはなりませんか。 

答．事業概況報告書（第１号様式）は、補助金の申請者（リース車両の場合は使用者である運

送事業者）が中小のトラック運送事業者であることを証明するためのものです。したがっ

て、直近の貨物自動車運送事業実績報告書（第４号様式）に記載の従業員数で中小企業者で

あることが判断できるときには、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車事業実績報告

書の写し（コピー）でも可とします。 

 

 問16．【A-6、C-5】自動車検査証の提出について、令和5年1月4日以降の登録で電子車検証

の場合は「自動車検査証記録事項」の写しのみ提出すれば良いのですか。 

答．そのとおりです。 
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【５．購入・支払方法等】 

 

問１．機器の購入形態は、自社購入・リースやレンタル、いずれも認められますか。 

答．機器の購入形態は、自社購入のみとなります。リースやレンタルは認められません。 

 

問２．手形あるいは割賦により導入した場合は、補助を受けることはできますか。 

答．手形あるいは割賦による購入形態は、そのままでは補助対象事業が完了したとみなされな

いため、補助を受けることはできません。割賦払いや手形支払で購入した場合は、11/30ま

でに全ての支払いが完了する場合に限り認められます。 

 

 問３．支払いは、いつまでに完了していなければなりませんか。 

答．11/30までに支払いが完了していなければ、補助を受けることができません。一般的には月

末締め翌月払いの掛取引と思われますが、11月購入 12月支払いでは補助を受けられませんの

で、11/30 までに現金で支払う等 11 月末までに支払いを必ず完了してください。なお、この

場合、令和６年 12 月 25 日までに全ト協必着で領収書等の写しを提出して頂く必要がありま

す。 

 

 問４．代金支払時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよい

でしょうか。  

答．支払いを証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際は

記入者の所属会社名、氏名の記入等をお願いします。 

 

【６．実績報告】 
 

問１．導入前申請を行いましたが、契約の関係で11/30までに条件が整わず実績報告が行え

なかった場合はどうなりますか。 

答．交付決定は、11/30までに機器を導入し、支払いが完了したものに対して行います。 

 したがって、導入前申請後、11/30までに条件が整わず、12/25までに実績報告が行えなか

った場合は、補助を受けることはできません。なお、実績報告が行えない場合は下記までお

知らせ下さい。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 

 

 問２．導入前申請を行い、機器の導入（納品）が11/30までに間に合わなかった場合はどの

ようになりますか。また、その場合に手続きは必要でしょうか。 

答．Ｐ１３【６．実績報告】問１．の答と同様です。 

 

 

【７．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したがっ

て、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を締

め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くださ

い。 
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 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することはいたしません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 

 

 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。 

 

問５．補助金を受けた機器が破損し、機器が使用できなくなった場合は、補助金返還の必要

がありますか。 

答．装着後５年以内に補助金を受けた機器を処分（譲渡等を含む）する場合は、いずれも補助

金を返還して頂く必要があります。 

 

 問６．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 

 

 問７．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問８．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 
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■④速度制限装置の機能改修対象 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．申請者にはどのような要件がありますか。 

答．機能改修を行う速度制限装置を保有する車両の「所有者」が申請者となります。申請時点

において５両以上の事業用自動車を保有し、かつ資本金３億円以下又は従業員数３００人以

下の「中小トラック運送事業者」又は当該条件を満たすトラック運送事業者に貸し渡す「自

動車リース事業者」が該当します。 

 

問２．保有車両５両以上とは、会社全体でカウントするのでしょうか。 

答．保有車両は会社全体でカウントします。エンジン付きの車両を合計します。 

 

  問３．グループ会社で一括購入したトラックの速度制限装置の機能改修を行った場合は、補

助金申請ができますか。 

答．代金の支払いをグループ会社が立て替え払いしている場合は、申請ができません。補助金

を受ける者が代金の支払いを行っていなければ補助金を受けることができません。 

 

問４．リース契約車両に、使用者であるトラック運送事業者が速度制限装置の機能改修を行

った場合は、申請できますか。その場合、申請はリース会社がするのですか。それとも運

送事業者がするのですか。  

答．申請は可能です。申請者は、車両の所有者であるリース会社となります。 

 

【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いませ

ん。なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。 （宅配便では受け付

けられません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

 問４．本社のほかに支店、営業所でも複数台分の速度制限装置の機能改修を実施している場

合は、それぞれの営業所ごとに申請を行えばよいのでしょうか。 

答． 今回の補助金は一事業者につき１台分（Ｇマーク取得等事業者にあっては複数台）まで

の上限が定められていますので、本社が代表して申請を行ってください。 

  なお、都道府県をまたがる複数の営業所で申請がされ、上限台数を超えることが判明した

場合は上限台数を超える分の申請を取り下げていただくこととなります。 

 

 問５．「Ｇマーク取得事業者」として３台申請するためには、対象機器導入（装着）車両を

Ｇマーク取得営業所に配置することが必要ですか。 

答． 必要ありません。「Ｇマーク取得事業者」とは、いずれかの営業所がＧマークを取得し

ている事業者をいい、対象機器導入（装着）車両を配置する営業所がＧマークを取得してい

ることまでは要件としません。 
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 問６．Ｇマーク取得等事業者が複数台分申請する場合で、導入済みのものと導入前（導入予

定）のものが１台ずつあるときは、どのように申請を行えばよいのでしょうか。 

答．導入済みのものは「Ａ 交付申請書 兼 実績報告書」を提出し、導入前のものは「Ｂ 

交付申請書」を別々に提出していただく必要があります。それぞれ提出していただく書類が

異なりますのでご注意ください。 

 

 問７．申請時点で導入済みですが、支払いが手形や割賦のため、申請後に支払いを行う場合

は導入前申請となりますか、導入後申請となりますか。  

答．申請時点で導入済みの場合は、支払いが未完了であって、支払いを証する書類が提出でき

なくても、Ａ 導入後申請として申請してください。 

また、申請書類を送付する際「支払を証する書類が申請時に提出できない理由」を 

（A-1）チェックシートの備考欄に明記して提出し、11/30までに支払いを完了させ、当該

書類を 12/25の提出期限までにＦＡＸで全ト協へ必ず提出してください。 

 

 問８．当社は、Ｇマークを取得しており、「ホワイト物流」推進運動の自主宣言を行ってい

る。この場合、５台申請を行うことが可能ですか。 

答．今回の補助金は、Ｇマーク取得事業者は最大３台まで、「ホワイト物流」推進運動の自主行

動宣言を行っている事業者、または、「働きやすい職場認証制度による認証」を取得している

事業者は最大２台まで申請を行うことができるとしており、Ｇマーク取得事業者で、かつ、

「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言を行っている事業者、または、「働きやすい職場認

証制度による認証」を取得している事業者は、最大５台まで申請を行うことができると定めて

います。 

 

 

【３．補助対象】 
 

問１．補助金の交付を受けたトラックは、補助金が交付されてから最低何年使用しなければ

ならないのでしょうか。 

答．購入日から、法定耐用年数の期間（５年間）は使用する必要があります。５年未満で処分

や譲渡すると補助金を返還しなければなりません。 

 

 問２．Ｇマーク取得事業者の場合は３台まで申請ができるため、申請の際に１台目、２台目

の順位付けを行なうこととなっていますが、申請後に順位を変更することはできますか。 

答． 原則として申請後に順位を変更することは認められません。なお、順位を決める場合は

導入の前・後にかかわらず、補助額の高い順に１台目、２台目、３台目としてください。 

 

 問３．Ｇマーク事業者による３台申請の際、申請の順位付けについて、導入後申請と導入前

申請を行なう場合は、導入前申請を１台目とすることはできますか。 

答． どちらの補助額とも同じ場合は、Ａ 導入後申請を１台目としてください。また、導入

前申請分の補助額が高い場合は、Ｂ 導入前申請を１台目としてください。 

 

 

【４．申請書類等】 
 

 問１．申請書類は何部作成する必要がありますか。 

答．正本１部を作成してください。それ以外に申請者で書類の写し（コピー）を必ず保管して

ください。なお、申請書類は５年間保存する必要があります。 
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 問２．【A-2、B-2、C-2】申請書にある法人番号とは、どのような番号でしょうか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社

の番号を検索して、13桁の番号を記載してください。 

 

 問３． 【A-2、B-2、C-2】申請書にある法人番号は必須ですか。 

答． 国税庁法人番号公表サイトでお調べいただき、必ず記入して申請してください。 

 

 問４．【A-2、B-2、C-2】申請者について、代表者から委任を受けた者（例えば支社長や支

店長、本部長等）が申請することは可能でしょうか。その場合は委任状を添付すればよい

でしょうか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限委譲を受けている方であれば申請

者として記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写

し等の書類を添付してください。  

 

 問５．【A-3、A-4、B-3、C-3】見積書や請求書に、指定の様式はありますか。 

答．指定の様式はありません。各社の様式により提出していただいて構いません。 

 

 問６．【A-3、A-4、B-3、C-4】見積書と請求書に速度制限装置の機能改修費の記載がない場

合はどのようにすればよいですか。 

答． 所定の書類に記載がない場合は、自動車販売会社等が手書きで追記してください。な

お、その際には記入者の所属会社名、氏名の記入等をあわせてお願いします。 

 

 問７．【A-3、B-3】速度制限装置の機能改修が判別できる書類とは具体的にどのような書類

を提出すればよいのでしょうか。 

答．販売会社等の見積書や明細書など速度制限装置の機能改修費、装置の品目、管理番号等が

記載されている書類を提出してください。 

 

 問８．【A-3、B-3】見積書を紛失してしまった場合は、再発行したものでよいでしょうか。 

答．再発行のもので構いません。再発行したものであることを提出書類に明示してください。  

 

 問９．【A-5、C-4】ネットバンキングやATMにより振込で支払いを行っているため、支払い

を証する書類として、領収証の写しが提出できません。どのような書類であれば認められ

ますか。 

答． 機器購入先に対し、領収証の発行を求めてください。通帳の写しやネットバンキングの

入出金明細書等の写しは書類として認められません。 

 

 問10．【A-5、C-4】導入後申請の場合、申請時点で手形や割賦の繰り上げ弁済が完了してい

ない場合は、支払いが完了したことを証明する書類が添付できません。どのようにしたら

よいでしょうか。 

答． まず、申請時には手形や割賦による支払の領収証等を添付してください。また、支払い

が完了していないため、申請書類を送付する際「支払完了書類が未発行で添付できない旨」

を記載した書面（様式は問いません）を提出してください。11/30までに繰り上げ弁済が完

了次第、支払いが完了した旨を領収証等に記載していただき、提出期限である 12/25までに

全ト協へ必ず提出してください。 

 

 問11．【A-6、C-5】提出すべき自動車検査証の写しを紛失してしまった場合は、どのように

すればよいですか。 

答． 登録事項等証明書（詳細証明）を管轄運輸支局で取得し、提出してください。 
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 問12．【A-7、C-6】書類の中に速度制限装置の機能改修を証明する書類が必要とありますが

、そのような書類を提出すればよいですか。 

答． 原則として、機能改修実施後に書き換えを行った自動車検査証の写し及び販売店等が発行

する装着証明書の提出をお願いします。なお、令和 5 年 1 月 4 日以降に交付された電子車検

証の場合は「自動車検査証記録事項」の写しを提出してください。もし、内容が判別できない

場合は、書類の再提出を求める場合があります。 

 

 問13．【A-12、C-10】補助金申請にかかる宣誓書の日付は申請書の日付と同日でなければな

りませんか。 

答． 日付は申請書と同日もしくは前の日でお願いします。 

 

 問14．【A-13、B-5】運送業を開始してから１事業年度が経過していないため、まだ運輸局

に事業報告書を提出していません。このような場合でも補助金申請は可能でしょうか。 

答．事業報告書は、補助金の申請者（リース車両の場合は使用者である運送事業者）が、中小

のトラック運送事業者であることを証明するためのものです。このため、事業開始後 1年未

満のトラック運送事業者であって事業報告書を提出していない場合は、事業許可書とともに

登記簿謄本（申請日から３ヶ月以内）を提出してください。 

 

 問15．【A-13、B-5】貨物自動車事業実績報告書（第４号様式）にも従業員数の記載があり

ますが、これは事業概況報告書の代用にはなりませんか。 

答．事業概況報告書（第１号様式）は、補助金の申請者（リース車両の場合は使用者である運

送事業者）が中小のトラック運送事業者であることを証明するためのものです。したがっ

て、直近の貨物自動車運送事業実績報告書（第４号様式）に記載の従業員数で中小企業者で

あることが判断できるときには、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車事業実績報告

書の写し（コピー）でも可とします。 

 

 問16．【A-6、C-5】自動車検査証の提出について、令和5年1月4日以降の登録で電子車検証

の場合は「自動車検査証記録事項」の写しのみ提出すれば良いのですか。 

答．そのとおりです。 

 

 

【５．購入・支払方法等】 

 

問１．機能改修の購入形態は、自社購入・リースやレンタル、いずれも認められますか。 

答．機能改修の購入形態は、自社購入のみとなります。リースやレンタルは認められません。 

 

問２．手形あるいは割賦により導入した場合は、補助を受けることはできますか。 

答．手形あるいは割賦による購入形態は、そのままでは補助対象事業が完了したとみなされな

いため、補助を受けることはできません。割賦払いや手形支払で購入した場合は、11/30ま

でに全ての支払いが完了する場合に限り認められます。 

 

 問３．支払いは、いつまでに完了していなければなりませんか。 

答．11/30までに支払いが完了していなければ、補助を受けることができません。一般的には月

末締め翌月払いの掛取引と思われますが、11月購入 12月支払いでは補助を受けられませんの

で、11/30 までに現金で支払う等 11 月末までに支払いを必ず完了してください。なお、この

場合、令和６年 12 月 25 日までに全ト協必着で領収書等の写しを提出して頂く必要がありま

す。 
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 問４．代金支払時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよい

でしょうか。  

答．支払いを証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際は

記入者の所属会社名、氏名の記入等をお願いします。 

 

 

【６．実績報告】 
 

問１．導入前申請を行いましたが、契約の関係で11/30までに条件が整わず実績報告が行え

なかった場合はどうなりますか。 

答．交付決定は、11/30までに機器を導入し、支払いが完了したものに対して行います。 

 したがって、導入前申請後、11/30までに条件が整わず、12/25までに実績報告が行えなか

った場合は、補助を受けることはできません。なお、実績報告が行えない場合は下記までお

知らせ下さい。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 

 

 問２．導入前申請を行い、機器の導入（納品）が11/30までに間に合わなかった場合はどの

ようになりますか。また、その場合に手続きは必要でしょうか。 

答．Ｐ１３【６．実績報告】問１．の答と同様です。 

 

 

【７．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したがっ

て、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を締

め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くださ

い。 

 

 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することはいたしません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 

 

 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。 

 

 問５．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 
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 問６．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問７．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 
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■⑤予約受付システム ⑥ＡＳＮシステム ⑦受注情報事前確認シ
ステム ⑧パレット等管理システム ⑨配車計画システム ⑩車両動

態管理システム⑪求貨求車システム⑫運行・労務管理システム、⑬

契約書電子化システム 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言、働きやすい職場認証制度による認証取得、パ 

ートナーシップ構築宣言はどのように行えばよいですか。申請者にはどのような要件があり

ますか。 

 答１．それぞれに特設ホームページが開設されていますので、ご確認下さい。 

 

・「ホワイト物流」推進運動 → https://white-logistics-movement.jp/  

・働きやすい職場認証制度 → https://www.untenshashokuba.jp/  

・パートナーシップ構築宣言 → https://www.biz-partnership.jp/  

 

なお、「働きやすい職場認証」は、既に取得している方でないと本申請には間に合いませんの 

で、『｢ホワイト物流｣推進運動の自主行動宣言』又は「パートナーシップ構築宣言」をご検討く 

ださい。全ト協事務局で特設ＨＰに掲載されたことを確認しますが、掲載前でも申請は可能です 

ので、宣言書等宣言時に提出した書類の写しを申請書に添付してください。 

 

問２．システムやデジタコ車載器をリースする場合は、トラック運送事業者（荷主、倉庫業者）

とリース事業者のどちらが申請を行うのですか。 

答２．リース事業者が申請を行ってください。 

 

  問３．転リースでも申請できますか。その場合、どのような書類が必要になりますか。  

答３．申請は可能です。その際はシステム（デジタコ車載器）の所有者であるリース事業者（１次リ

ース事業者）が申請者となります。書類はリースシステム申請に必要な書類のほか、１次リース事

業者と２次リース事業者との間のリース契約書や各々のリース事業者の登記簿謄本、誓約書、支払

を証する書類等が必要となります。 

 

 

【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いませ

ん。なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。 （宅配便では受け付

けられません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

 

https://white-logistics-movement.jp/
https://www.untenshashokuba.jp/
https://www.biz-partnership.jp/
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 問４．本社のほかに支店、営業所でもシステムを導入している場合は、それぞれの支店、営業所

 ごとに申請を行えばよいですか。 

答． 今回の補助金は１事業者につき 1 回のみの申請としていますので、本社が取りまとめて申 請

を行ってください。 

 

 問５．導入済みのシステムと導入前のシステムの重複申請をする場合、どのように申請を行え 

ばよいですか。 

答． 導入済みの者は「Ａ 交付申請書 兼 実績報告書」を提出し、導入前の者は「Ｂ 交付申請 書」

を別々に作成し、同封の上、ご提出ください。それぞれ提出していただく書類が異なりますのでご

注意ください。 

 

 

【３．補助対象】 
 

  問１．補助対象経費となる「システムの導入に係る初期費用」とは、どのようなものですか。 

答．システム導入時に「初期費用」等として請求されるもののうち、クラウド構築費（クラウド利

用のための初期セットアップ費用）、操作方法指導料等があります。またシステム構成上必要な

設備費も対象となりますが、スマートフォン、タブレット端末、パソコン本体等の他の業務等に

転用可能な汎用機器は対象外となります。なお、月額利用料は対象となりません。 

 

  問２．補助対象となる機能以外の機能も付加されているシステムを導入した場合、補助対象と 

なりますか。 

答．本補助事業の目的の範囲を著しく超える機能が付加されている場合は補助対象となりませ ん。

申請時に個別に判断しますので、申請書類 A-7 または B-4 で全体の機能がわかる資料 を提出し

てください。 

 

 問３．補助対象システムは補助金が交付されてから最低何年使用しなければなりませんか。 

答．補助対象システムは、本事業交付規程第１８条で定める財産にあたりませんので、使用しなけ

ればならない期間はありません。但し、使用をやめることについて不正行為の疑いがある場合に

は、本事業募集要領のＰ２に記載されている調査、処分の対象となりますのでご注意ください。 

 

問４．補助金の交付を受けたデジタコ車載器は、財産処分制限期間である５年間の保有義務が生 

じるとありますが（募集要領 P11 ９．(1)）その期間内に、搭載した車両を処分する場合はど

うなりますか。 

答．他にデジタコを搭載できる車両（同じシステムで管理できる車両）があれば、補助金の目的外

使用にあたらず、財産処分申請は必要ありません。搭載できる車両がなければ補助金 返還対象

となりますので、財産処分承認申請書（様式１７）を全ト協へ提出してください。 

 

 問５．リースについて、契約期間が５年未満の場合は、５年以上に契約をし直す必要があります

 か。 

答． 申請にあたって直ちに契約し直す必要はありませんが、リース事業者が契約期間満了後も継

続して通算５年を超える期間にわたり貸し渡すことを証明する「リース契約延長宣誓書」（A-11 

又は C-8）を提出し、補助金の交付を受けた場合には５年間継続して同一事業者に貸し渡してい

ただく必要があります。 
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【４．申請書類等】 
 

 問１．交付申請書（A-2、B-2）にある法人番号とは、どのような番号ですか。必ず記入しなくて

 はいけませんか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社の番号

を検索して、１３桁の番号を記載してください。必ず記載してください。 

 

 問２．申請者（申請書類に記載する代表者氏名）について、代表者から委任を受けた者（例え 

ば支社長、支店長本部長等）とすることは可能ですか。その場合は委任状の添付が必要になり

ますか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限移譲を受けている方であれば申請者と

して記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写し等の書

類を添付してください。 

 

 問３．見積書（A-3、B-3）や請求書（A-4、C-3）に、指定の様式はありますか。 

答． 指定の様式はありません。システム名、設備・費用の内容等の記載があり、補助対象システ

ムの内容が判別できるものを提出してください。 

 

 問４．見積書（A-3、B-3）や請求書（A-4、C-3）、支払を証する書類（A-5、C-4）に型番や製造

 番号などの記載がない場合はどのようにすればよいですか。 

答．所定の様式に記載がない場合には、システム販売会社等が手書きで追記してください。な 

お、その際は記入者の所属会社名、氏名の記入と押印を併せてお願いします。 

 

 問５．見積書（A-3、B-3）を紛失してしまった場合は、再発行したものでもよいですか。 

答． 再発行したもので結構です。再発行したものであることを提出書類に明示してください。 

 

 問６．ネットバンキングやＡＴＭにより振込で支払を行っているため、支払を証する書類（A5

、C-4）として、領収書の写しが提出できません。どのようにしたらよいですか。   

答． システム購入先やリース事業者に対し、領収証の発行を求めてください。通帳の写しやネット

バンキングの入出金明細書等の写しは書類として認められません。 

 

 問７．リース契約書（A-9、C-7）に型番等の記載がない場合は、どのようにしたらよいですか。 

答．契約書のほかに、型番等の記載がある書類(物件引取証等)を必ず提出してください。 

 

 問８．電子契約を利用したリース取引の場合は、どのような証憑書類を提出すればよいですか。

 （A-9、C-7） 

答． リース取引証憑として対外的に証明が可能であれば電子契約でも問題ありません。但し、事

実確認が困難な場合は、別途証憑書類を提出いただく可能性がありますのでご了承ください。 

 

 問９．補助金申請に係る宣誓書（A-13、B-6）の日付は、申請書の日付と同日でなければなりま

せんか。 

答．宣誓書の日付は、申請書と同日もしくは前日でお願いします。 

 

 問10．運送業を開始してから 1 事業年度が経過していないため、まだ運輸局に事業報告書を提

出していません。どのようにしたらよいですか。 

答．事業報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。事業開始後１

年未満で事業報告書を提出していない場合は、登記簿謄本（申請日から遡って３ヶ月以内に発行

されたもの）を提出してください。 
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 問11．事業概況報告書（A-15、B-8）の代用として、貨物自動車運送事業実績報告書(第 4 号様

式) を提出してもよいですか 

答．事業概況報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。従って、

直近の貨物自動車運送事業実績報告書に記載の従業員数で中小企業者であることが判断できる時

には、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車運送事業実績報告書の写しでも可とします。 

 

 問12．代金支払い時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよいで

 すか。（A-5、C-4） 

答． 支払を証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際、記 入

者の所属会社名、氏名の記入と押印をお願いします。 

 

 問13．【A-5、C-4】導入後申請の場合、申請時点で手形や割賦の繰り上げ弁済が完了してい

ない場合は、支払いが完了したことを証明する書類が添付できません。どのようにしたら

よいでしょうか。 

答． まず、申請時には手形や割賦による支払の領収証等を添付してください。また、支払い

が完了していないため、「支払完了書類が未発行で添付できない旨」を記載した書面（様式

は問いません）を提出してください。11/30までに繰り上げ弁済が完了次第、支払いが完了

した旨を領収証等に記載していただき、提出期限である 12/25までに全ト協へ必ず提出して

ください。 

 

 問14．【A-7、C-6】書類の中に写真を提出することになっていますが、カラー必須ですか。 

答． 原則として、カラーによる提出をお願いします。なお、カラーによる提出が困難な場合

は白黒による提出でも構いませんが、その際は車両ナンバーや銘板の文字等写真の内容が判

別できるように鮮明なものを必ず提出してください。もし白黒で内容が判別できない場合

は、カラーによる書類の再提出を求める場合があります。 

 

 問15．【A-8、C-7】リース契約書に型番等の記載がない場合は、どのようにしたらよいでし

ょうか。 

答．契約書のほかに、型番等の記載がある書類（物件引取証等）を必ず提出してください。 

 

 問16．【A-8、C-7】電子契約を利用したリース取引の場合は、どのような証憑書類を提出す

れば良いか。 

答．リース取引証憑として対外的に証明が可能であれば電子契約でも問題ありませんが、事実

確認が困難な場合は、別途証憑書類を提出いただく可能性がありますのでご了承ください。 

 

 問17．【A-12、C-10】補助金申請にかかる宣誓書の日付は申請書の日付と同日でなければな

りませんか。 

答． 日付は申請書と同日もしくは前の日でお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 25 - 

【５．実績報告】 
 

問１．交付決定を受けましたが、令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は

どうなりますか。 

答．令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は、補助を受けることができません。

なお、実績報告が行えない場合は、下記までお知らせください。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 

【6．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したが

って、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を

締め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くだ

さい。 

 

 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することは致しません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 

 

 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。リースの場合は、全ト協から申請者であるリ

ース事業者に振り込みます。なお、リース事業者は借受人である使用者（貸渡先）に補助金相当

額を還元する必要があります。  

 

 問５．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 

 

 問６．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問７．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 
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■⑭原価管理システム 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言、働きやすい職場認証制度による認証取得、パ

ートナーシップ構築宣言はどのように行えばよいですか。申請者にはどのような要件があり

ますか。 

 答１．それぞれに特設ホームページが開設されていますので、ご確認下さい。 

 

・「ホワイト物流」推進運動 → https://white-logistics-movement.jp/  

・働きやすい職場認証制度 → https://www.untenshashokuba.jp/  

・パートナーシップ構築宣言 → https://www.biz-partnership.jp/  

 

なお、「働きやすい職場認証」は、既に取得している方でないと本申請には間に合いませんの

で、『｢ホワイト物流｣推進運動の自主行動宣言』又は「パートナーシップ構築宣言」をご検討く

ださい。全ト協事務局で特設ＨＰに掲載されたことを確認しますが、掲載前でも申請は可能です

ので、宣言書等宣言時に提出した書類の写しを申請書に添付してください。 

 

問２．システムをリースする場合は、トラック運送事業者とリース事業者のどちらが申請を行う

のですか。 

答２．リース事業者が申請を行ってください。 

 

  問３．転リースでも申請できますか。その場合、どのような書類が必要になりますか。  

答３．申請は可能です。その際はシステムの所有者であるリース事業者（１次リース事業者）が申請

者となります。書類はリースシステム申請に必要な書類のほか、１次リース事業者と２次リース事

業者との間のリース契約書や各々のリース事業者の登記簿謄本、誓約書、支払を証する書類等が必

要となります。 

 

 

【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いませ

ん。なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。（宅配便では受け付け

られません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

 問４．本社のほかに支店、営業所でもシステムを導入している場合は、それぞれの支店、営業所

ごとに申請を行えばよいですか。 

答． 今回の補助金は１事業者につき 1 回のみの申請としていますので、本社が取りまとめて申請

を行ってください。 

 

https://white-logistics-movement.jp/
https://www.untenshashokuba.jp/
https://www.biz-partnership.jp/
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【３．補助対象】 
 

  問１．補助対象経費となる「システムの導入に係る初期費用」とは、どのようなものですか。 

答．システム導入時に「初期費用」等として請求されるもののうち、クラウド構築費（クラウド利

用のための初期セットアップ費用）、操作方法指導料等があります。またシステム構成上必要な

設備費も対象となりますが、スマートフォン、タブレット端末、パソコン本体等の他の業務等に

転用可能な汎用機器は対象外となります。なお、月額利用料は対象となりません。 

 

  問２．補助対象となる機能以外の機能も付加されているシステムを導入した場合、補助対象とな

りますか。 

答．本補助事業の目的の範囲を著しく超える機能が付加されている場合は補助対象となりません。

申請時に個別に判断しますので、申請書類 A-7 または B-4 で全体の機能がわかる資料を提出し

てください。 

 

 問３．補助対象システムは補助金が交付されてから最低何年使用しなければなりませんか。 

答．補助対象システムは、本事業交付規程第１８条で定める財産にあたりませんので、使用しなけ

ればならない期間はありません。但し、使用をやめることについて不正行為の疑いがある場合に

は、本事業募集要領のＰ２に記載されている調査、処分の対象となりますのでご注意ください。 

 

 問４．リースについて、契約期間が５年未満の場合は、５年以上に契約をし直す必要があります

か。 

答． 申請にあたって直ちに契約し直す必要はありませんが、リース事業者が契約期間満了後も継

続して通算５年を超える期間にわたり貸し渡すことを証明する「リース契約延長宣誓書」（A-11 

又は C-8）を提出し、補助金の交付を受けた場合には５年間継続して同一事業者に貸し渡してい

ただく必要があります。 

 

 

【４．申請書類等】 
 

 問１．交付申請書（A-2、B-2）にある法人番号とは、どのような番号ですか。必ず記入しなくて

はいけませんか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社の番号

を検索して、１３桁の番号を記載してください。必ず記載してください。 

 

 問２．申請者（申請書類に記載する代表者氏名）について、代表者から委任を受けた者（例えば

支社長、支店長本部長等）とすることは可能ですか。その場合は委任状の添付が必要になりま

すか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限移譲を受けている方であれば申請者と

して記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写し等の書

類を添付してください。 

 

 問３．見積書（A-3、B-3）や請求書（A-4、C-3）に、指定の様式はありますか。 

答． 指定の様式はありません。システム名、設備・費用の内容等の記載があり、補助対象システ

ムの内容が判別できるものを提出してください。 

 

 問４．見積書（A-3、B-3）や請求書（A-4、C-3）、支払を証する書類（A-5、C-4）に型番や製造

番号などの記載がない場合はどのようにすればよいですか。 

答．所定の様式に記載がない場合には、システム販売会社等が手書きで追記してください。なお、

その際は記入者の所属会社名、氏名の記入と押印を併せてお願いします。 
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 問５．見積書（A-3、B-3）を紛失してしまった場合は、再発行したものでもよいですか。 

答． 再発行したもので結構です。再発行したものであることを提出書類に明示してください。 

 

 問６．ネットバンキングやＡＴＭにより振込で支払を行っているため、支払を証する書類（A5

、C-4）として、領収書の写しが提出できません。どのようにしたらよいですか。   

答． システム購入先やリース事業者に対し、領収証の発行を求めてください。通帳の写しやネット

バンキングの入出金明細書等の写しは書類として認められません。 

 

 問７．リース契約書（A-9、C-7）に型番等の記載がない場合は、どのようにしたらよいですか。 

答．契約書のほかに、型番等の記載がある書類(物件引取証等)を必ず提出してください。 

 

 問８．電子契約を利用したリース取引の場合は、どのような証憑書類を提出すればよいですか。

 （A-9、C-7） 

答． リース取引証憑として対外的に証明が可能であれば電子契約でも問題ありません。但し、事

実確認が困難な場合は、別途証憑書類を提出いただく可能性がありますのでご了承ください。 

 

 問９．補助金申請に係る宣誓書（A-13、B-6）の日付は、申請書の日付と同日でなければなりま

せんか。 

答．宣誓書の日付は、申請書と同日もしくは前日でお願いします。 

 

 問10．運送業を開始してから 1 事業年度が経過していないため、まだ運輸局に事業報告書を提

出していません。どのようにしたらよいですか。 

答．事業報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。事業開始後１

年未満で事業報告書を提出していない場合は、登記簿謄本（申請日から遡って３ヶ月以内に発行

されたもの）を提出してください。 

 

 問11．事業概況報告書（A-15、B-8）の代用として、貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式) 

を提出してもよいですか 

答．事業概況報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。従って、

直近の貨物自動車運送事業実績報告書に記載の従業員数で中小企業者であることが判断できる時

には、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車運送事業実績報告書の写しでも可とします。 

 

 問12．代金支払い時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよいで

すか。（A-5、C-4） 

答． 支払を証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際、記入

者の所属会社名、氏名の記入と押印をお願いします。 

 

【５．実績報告】 
 

問１．交付決定を受けましたが、令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は

どうなりますか。 

答．令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は、補助を受けることができません。

なお、実績報告が行えない場合は、下記までお知らせください。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 
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【6．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したが

って、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を

締め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くだ

さい。 

 

 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することは致しません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 

 

 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。リースの場合は、全ト協から申請者であるリ

ース事業者に振り込みます。なお、リース事業者は借受人である使用者（貸渡先）に補助金相当

額を還元する必要があります。  

 

 問５．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 

 

 問６．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問７．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 
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■⑮Ｍ＆Ａ・事業承継 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言、働きやすい職場認証制度による認証取得、パ

ートナーシップ構築宣言はどのように行えばよいですか。申請者にはどのような要件があり

ますか。 

 答１．それぞれに特設ホームページが開設されていますので、ご確認下さい。 

 

・「ホワイト物流」推進運動 → https://white-logistics-movement.jp/  

・働きやすい職場認証制度 → https://www.untenshashokuba.jp/  

・パートナーシップ構築宣言 → https://www.biz-partnership.jp/  

 

なお、「働きやすい職場認証」は、既に取得している方でないと本申請には間に合いませんの

で、『｢ホワイト物流｣推進運動の自主行動宣言』又は「パートナーシップ構築宣言」をご検討く

ださい。全ト協事務局で特設ＨＰに掲載されたことを確認しますが、掲載前でも申請は可能です

ので、宣言書等宣言時に提出した書類の写しを申請書に添付してください。 

 

 

【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いません。

なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。（宅配便では受け付け

られません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

 

【３．補助対象】 
 

  問１．コンサルタントが「Ｍ＆Ａ支援機関登録制度」の登録を受けているかどうかは、どこで確

認できますか。 

答． 中小企業庁がホームページでデータベース（Ｍ＆Ａ支援機関登録制度 登録機関データベー

ス）を公表していますので、そちらで検索してください。 → https://ma-shienkikan.go.jp/search 

 

  問２． デューデリジェンス費用（Ｍ＆Ａ実施の妥当性、相当性等を調査・査定する費用）は対

象になりますか。 

答． デューデリジェンスは、Ｍ＆Ａ・事業承継の実施に係るコンサルティング（助言等）にあたり

ますので、補助対象経費となります。 

 

 

 

https://white-logistics-movement.jp/
https://www.untenshashokuba.jp/
https://www.biz-partnership.jp/
https://ma-shienkikan.go.jp/search
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【４．申請書類等】 
 

 問１．交付申請書（A-2、B-2）にある法人番号とは、どのような番号ですか。必ず記入しなくて

はいけませんか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社の番号

を検索して、１３桁の番号を記載してください。必ず記載してください。 

 

 問２．申請者（申請書類に記載する代表者氏名）について、代表者から委任を受けた者（例えば

支社長、支店長本部長等）とすることは可能ですか。その場合は委任状の添付が必要になりま

すか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限移譲を受けている方であれば申請者と

して記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写し等の書

類を添付してください。 

 

 問３．見積書（A-3、B-3）や請求書（A-4、C-3）に、指定の様式はありますか。 

答． 指定の様式はありません。見積書（A-3、B-3）はコンサルティングの概要及びその費用を確

認できるものが必要となります。コンサルティングのアドバイザリー契約書や企画書等を添付し

てください。 

 

 問４．見積書（A-3、B-3）を紛失してしまった場合は、再発行したものでもよいですか。 

答． 再発行したもので結構です。再発行したものであることを提出書類に明示してください。 

 

 問５．ネットバンキングやＡＴＭにより振込で支払を行っているため、支払を証する書類（A5

、C-4）として、領収書の写しが提出できません。どのようにしたらよいですか。   

答． システム購入先やリース事業者に対し、領収証の発行を求めてください。通帳の写しやネット

バンキングの入出金明細書等の写しは書類として認められません。 

 

 問６．補助金申請に係る宣誓書（A-8、B-4）の日付は、申請書の日付と同日でなければなりませ

んか。 

答．宣誓書の日付は、申請書と同日もしくは前日でお願いします。 

 

 問７．運送業を開始してから 1 事業年度が経過していないため、まだ運輸局に事業報告書を提

出していません。どのようにしたらよいですか。 

答．事業報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。事業開始後１

年未満で事業報告書を提出していない場合は、登記簿謄本（申請日から遡って３ヶ月以内に発行

されたもの）を提出してください。 

 

 問８．事業概況報告書（A-9、B-5）の代用として、貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式) 

を提出してもよいですか 

答．事業概況報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。従って、

直近の貨物自動車運送事業実績報告書に記載の従業員数で中小企業者であることが判断できる時

には、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車運送事業実績報告書の写しでも可とします。 

 

 問12．代金支払い時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよいで

すか。（A-5、C-4） 

答． 支払を証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際、記入

者の所属会社名、氏名の記入と押印をお願いします。 
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【５．実績報告】 
 

問１．交付決定を受けましたが、令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は

どうなりますか。 

答．令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は、補助を受けることができません。

なお、実績報告が行えない場合は、下記までお知らせください。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 

 

【6．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したが

って、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を

締め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くだ

さい。 

 

 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することは致しません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 

 

 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。  

 

 問５．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 

 

 問６．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問７．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 
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■⑯人材採用活動 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言、働きやすい職場認証制度による認証取得、パ

ートナーシップ構築宣言はどのように行えばよいですか。申請者にはどのような要件があり

ますか。 

 答１．それぞれに特設ホームページが開設されていますので、ご確認下さい。 

 

・「ホワイト物流」推進運動 → https://white-logistics-movement.jp/  

・働きやすい職場認証制度 → https://www.untenshashokuba.jp/  

・パートナーシップ構築宣言 → https://www.biz-partnership.jp/  

 

なお、「働きやすい職場認証」は、既に取得している方でないと本申請には間に合いませんの

で、『｢ホワイト物流｣推進運動の自主行動宣言』又は「パートナーシップ構築宣言」をご検討く

ださい。全ト協事務局で特設ＨＰに掲載されたことを確認しますが、掲載前でも申請は可能です

ので、宣言書等宣言時に提出した書類の写しを申請書に添付してください。 

 

 

【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いません。

なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。（宅配便では受け付け

られません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

  問４．本社のほかに支店、営業所でも人材採用活動を実施している場合は、それぞれの支店

、営業所ごとに申請を行えばよいですか。 

答．今回の補助金は 1 事業者につき 1 回のみの申請としていますので、本社が取りまとめて

申請を行ってください。 

 

 

【３．補助対象】 
 

  問１．人材確保を目的としたセミナー等とは具体的にどのようなものですか。   

答．人材採用を目的として求職者を対象に開催する企業説明会です。自社で開催する費用、ま

たは人材・広告会社等が開催するものへの参加費用も補助対象となります。 

 

  問２．自社のホームページを検索サイトの上位掲載するための費用は対象となりますか。 

答．補助対象経費となりません。 

 

https://white-logistics-movement.jp/
https://www.untenshashokuba.jp/
https://www.biz-partnership.jp/
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  問３．人材・広告会社等が運営する求人情報サイトに、自社の求人情報を掲載することは補

助対象になりますか。 

答．補助対象になります。 

 

  問４．補助対象となる「ＰＲ資料」とはどのようなものですか。 

答．採用活動のため求職者、教育機関等に配布するパンフレット、ポスター等です。 

 

 

【４．申請書類等】 
 

 問１．交付申請書（A-2、B-2）にある法人番号とは、どのような番号ですか。必ず記入しなくて

はいけませんか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社の番号

を検索して、１３桁の番号を記載してください。必ず記載してください。 

 

 問２．申請者（申請書類に記載する代表者氏名）について、代表者から委任を受けた者（例えば

支社長、支店長本部長等）とすることは可能ですか。その場合は委任状の添付が必要になりま

すか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限移譲を受けている方であれば申請者と

して記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写し等の書

類を添付してください。 

 

 問３．見積書（A-3、B-3）や請求書（A-4、C-3）に、指定の様式はありますか。 

答． 指定の様式はありません。見積書（A-3、B-3）はコンサルティングの概要及びその費用を確

認できるものが必要となります。コンサルティングの概要及びその費用を確認できるものが必要

となります。コンサルティングの企画書等を添付してください。 

 

 問４．見積書（A-3、B-3）を紛失してしまった場合は、再発行したものでもよいですか。 

答． 再発行したもので結構です。再発行したものであることを提出書類に明示してください。 

 

 問５．ネットバンキングやＡＴＭにより振込で支払を行っているため、支払を証する書類（A5

、C-4）として、領収書の写しが提出できません。どのようにしたらよいですか。   

答． システム購入先やリース事業者に対し、領収証の発行を求めてください。通帳の写しやネット

バンキングの入出金明細書等の写しは書類として認められません。 

 

 問６．補助金申請に係る宣誓書（A-8、B-4）の日付は、申請書の日付と同日でなければなりませ

んか。 

答．宣誓書の日付は、申請書と同日もしくは前日でお願いします。 

 

 問７．運送業を開始してから 1 事業年度が経過していないため、まだ運輸局に事業報告書を提

出していません。どのようにしたらよいですか。 

答．事業報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。事業開始後１

年未満で事業報告書を提出していない場合は、登記簿謄本（申請日から遡って３ヶ月以内に発行

されたもの）を提出してください。 
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 問８．事業概況報告書（A-9、B-5）の代用として、貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式) 

を提出してもよいですか 

答．事業概況報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。従って、

直近の貨物自動車運送事業実績報告書に記載の従業員数で中小企業者であることが判断できる時

には、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車運送事業実績報告書の写しでも可とします。 

 

 問12．代金支払い時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよいで

すか。（A-5、C-4） 

答． 支払を証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際、記入

者の所属会社名、氏名の記入と押印をお願いします。 

 

 

【５．実績報告】 
 

問１．交付決定を受けましたが、令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は

どうなりますか。 

答．令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は、補助を受けることができません。

なお、実績報告が行えない場合は、下記までお知らせください。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 

 

 

【6．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したが

って、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を

締め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くだ

さい。 

 

 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することは致しません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 

 

 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。  

 

 問５．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 
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 問６．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問７．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 
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■⑰人材育成活動 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言、働きやすい職場認証制度による認証取得

、パートナーシップ構築宣言はどのように行えばよいですか。申請者にはどのような要件

がありますか。 

 答１．それぞれに特設ホームページが開設されていますので、ご確認下さい。 

 

・「ホワイト物流」推進運動 → https://white-logistics-movement.jp/  

・働きやすい職場認証制度 → https://www.untenshashokuba.jp/  

・パートナーシップ構築宣言 → https://www.biz-partnership.jp/  

 

なお、「働きやすい職場認証」は、既に取得している方でないと本申請には間に合いませんの

で、『｢ホワイト物流｣推進運動の自主行動宣言』又は「パートナーシップ構築宣言」をご検討く

ださい。全ト協事務局で特設ＨＰに掲載されたことを確認しますが、掲載前でも申請は可能です

ので、宣言書等宣言時に提出した書類の写しを申請書に添付してください。 

 

【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いません。

なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。（宅配便では受け付け

られません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

  問４．本社のほかに支店、営業所でもそれぞれ人材育成活動を実施しています。各支店、営

業所ごとに申請を行えばよいですか。 

答．今回の補助金は 1 事業者につき 1 回のみの申請としていますので、本社が取りまとめて

申請を行ってください。 

 

 

【３．補助対象】 
 

  問１．人材育成活動とは具体的にどのようなものですか。   

答．トラック運送事業者が行うトラックドライバーに求められる技能の習得等の活動をいいま

す。具体的には、効率的な荷積みに係るスキル等のトラックドライバーに求められる技能の

習得等に係る講習が挙げられます。トラックドライバーを雇用する事業者が申請する場合

は、講習の受講費用が補助対象となります。 

人材育成機関が申請する場合は、上記講習の開催費用として会場借料や外部委託経費など

が補助対象となります。 

 

https://white-logistics-movement.jp/
https://www.untenshashokuba.jp/
https://www.biz-partnership.jp/
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  問２．講習の開催時の弁当代や飲食費は対象となりますか。 

答．補助対象経費となりません。 

 

  問３．トラックドライバーの接遇・応対スキルを習得する講習の受講費用は補助対象になり

ますか。 

答．トラックドライバーに求められるスキルの習得に該当するものとして補助対象になります。 

 

  問４．人数制限はありますか。   

答． 人数制限はありませんが、１事業者あたりの補助額の上限は１５万円です。 

 

  問５．従業員が自費で受講したものは補助対象となりますか。 

答．本助成事業は、中小トラック運送事業者が持続的な経営確保のために必要な人材育成活動

に要する費用を補助するものですので、申請者である中小トラック運送事業者が費用負担す

るものでなければ補助対象となりません。 

費用の一部を事業者が負担している場合は、負担分のみ補助対象となります。 

なお、従業員が講習費用を立て替えて支払っている場合は、「人材育成機関から当該従業員

宛ての領収証」の写し及び「当該従業員から申請事業者宛の領収証」の写しを提出してくださ

い。 

 

  問６．同一の研修へ申請できるのは貨物自動車運送事業を経営する者又は人材育成機関のう

ちいずれかのみとされていますが、人材育成機関が申請しているかどうか不明です。受講

費用は補助対象となりますか。 

答．当該研修について人材育成機関が補助金を申請している場合は、講習案内パンフレット等

に補助金対象であることが明記され、講習費用が割り引かれていることと推測します。申請時

に、講習内容、受講費用並びに講習の主催企業・団体名が明記されたパンフレットや受講案内

などを提出してください。 

 

 

【４．申請書類等】 
 

 問１．交付申請書（A-2、B-2）にある法人番号とは、どのような番号ですか。必ず記入しなくて

はいけませんか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社の番号

を検索して、１３桁の番号を記載してください。必ず記載してください。 

 

 問２．申請者（申請書類に記載する代表者氏名）について、代表者から委任を受けた者（例

えば支社長、支店長本部長等）とすることは可能ですか。その場合は委任状の添付が必要

になりますか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限移譲を受けている方であれば申請

者として記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写

し等の書類を添付してください。 

 

 問３．受講にあたって見積書（A-3、B-3）が発行されませんが、どうしたらよいですか。 

答． 講習内容と費用等が確認できる人材育成機関の講習案内パンフレット等を提出してくだ

さい。 

 

 問４．見積書（A-3、B-3）を紛失してしまった場合は、再発行したものでもよいですか。 

答． 再発行したもので結構です。再発行したものであることを提出書類に明示してください。 
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 問５．ネットバンキングやＡＴＭにより振込で支払を行っているため、支払を証する書類（

A5、C-4）として、領収書の写しが提出できません。どのようにしたらよいですか。   

答． システム購入先やリース事業者に対し、領収証の発行を求めてください。通帳の写しやネ

ットバンキングの入出金明細書等の写しは書類として認められません。 

 

 問６．補助金申請に係る宣誓書（A-8、B-4）の日付は、申請書の日付と同日でなければなり

ませんか。 

答．宣誓書の日付は、申請書と同日もしくは前日でお願いします。 

 

 問７．運送業を開始してから 1 事業年度が経過していないため、まだ運輸局に事業報告書

を提出していません。どのようにしたらよいですか。 

答．事業報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。事業開始

後１年未満で事業報告書を提出していない場合は、登記簿謄本（申請日から遡って３ヶ月以

内に発行されたもの）を提出してください。 

 

 問８．事業概況報告書（A-9、B-5）の代用として、貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様

式) を提出してもよいですか 

答．事業概況報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。従っ

て、直近の貨物自動車運送事業実績報告書に記載の従業員数で中小企業者であることが判断

できる時には、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車運送事業実績報告書の写しでも

可とします。 

 

 問12．代金支払い時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよ

いですか。（A-5、C-4） 

答． 支払を証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際、

記入者の所属会社名、氏名の記入と押印をお願いします。 

 

 

【５．実績報告】 
 

問１．交付決定を受けましたが、令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場

合はどうなりますか。 

答．令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は、補助を受けることができま

せん。なお、実績報告が行えない場合は、下記までお知らせください。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 

 

 

【6．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したが

って、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を

締め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くだ

さい。 
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 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することは致しません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 

 

 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。  

 

 問５．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 

 

 問６．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問７．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 
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■⑱大型免許、けん引免許及びフォークリフト運転資格 
 

【１．申請要件・申請者】 

 

問１．「ホワイト物流」推進運動の自主行動宣言、働きやすい職場認証制度による認証取得、パ

ートナーシップ構築宣言はどのように行えばよいですか。申請者にはどのような要件があり

ますか。 

 答１．それぞれに特設ホームページが開設されていますので、ご確認下さい。 

 

・「ホワイト物流」推進運動 → https://white-logistics-movement.jp/  

・働きやすい職場認証制度 → https://www.untenshashokuba.jp/  

・パートナーシップ構築宣言 → https://www.biz-partnership.jp/  

 

なお、「働きやすい職場認証」は、既に取得している方でないと本申請には間に合いませんの

で、『｢ホワイト物流｣推進運動の自主行動宣言』又は「パートナーシップ構築宣言」をご検討く

ださい。全ト協事務局で特設ＨＰに掲載されたことを確認しますが、掲載前でも申請は可能です

ので、宣言書等宣言時に提出した書類の写しを申請書に添付してください。 

 

 

【２．申請方法等】 

 

問１．申請窓口はどこですか。 

答．全ト協の受付窓口（募集要領に記載された住所）へ郵送（書留郵便又はレターパックに限

る）で申請しなければなりません。各都道府県トラック協会窓口では申請受付を行いません。

なお、全ト協では直接持参による申請受付は行いません。 

 

  問２．申請書は宅配便で送付しても構いませんか。 

答．郵便局の書留郵便又はレターパックを利用して送付してください。（宅配便では受け付け

られません） 

 

  問３．インターネット申請はできますか。 

答．できません。 

 

  問４．免許等取得者が本社のほかに支店、営業所にもいる場合は、それぞれの支店、営業所

ごとに申請を行えばよいですか。 

答．今回の補助金は 1 事業者につき 1 回のみの申請としていますので、本社が取りまとめて

申請を行ってください。 

 

 

【３．補助対象】 
 

  問１．普通免許、準中型免許、中型免許は補助対象にならないのですか。   

答． 普通免許、準中型免許、中型免許は補助対象になりません。 

 

  問２．免許等取得者の人数制限はありますか。   

答． 人数制限はありませんが、１事業者あたりの補助額の上限は１５万円です。 

 

 

https://white-logistics-movement.jp/
https://www.untenshashokuba.jp/
https://www.biz-partnership.jp/


 - 42 - 

  問３．従業員が自費で取得したものは補助対象となりますか。 

答．本助成事業は、中小トラック運送事業者が持続的な経営確保のために必要な人材の採用や

業務上求められる資格取得に要する費用を補助するものですので、申請者である中小トラッ

ク運送事業者が費用負担するものでなければ補助対象となりません。 

費用の一部を事業者が負担している場合は、負担分のみ補助対象となります。 

なお、従業員が教習所への支払を立替えている場合は、「教習所等から当該従業員宛ての領

収証」の写し及び「当該従業員から申請事業者宛の領収証」の写しを提出してください。 

 

  問４．特例教習の受講は補助対象となりますか。   

答． 本事業で申請する大型自動車免許の取得に先立って受講した特例教習のみ補助対象とな

ります。したがって、特例教習のみの費用は対象外となります。 

 

  問５．補助対象期間より前に教習所への申込み及び教習費用を支払ったものも補助対象とな

りますか。 

答．補助対象となるのは、令和５年１１月１０日以降に教習所等への申込み及び教習費用の支

払手続きを取ったものとなります。それより前に申込み及び支払手続きを行ったものは補助

対象外となります。 

 

  問６．仮免許の取得に関する費用（試験料、交付手数料）は補助対象となりますか。   

答． 仮免許の取得に関する費用は、補助対象となりません。仮免許取得費用が教習所に支払

う教習費用一式の中に含まれている場合は、教習費用から仮免許取得費用を除いた額が補助

対象経費となります。 

 
 

【４．申請書類等】 
 

 問１．交付申請書（A-2、B-2）にある法人番号とは、どのような番号ですか。必ず記入しな

くてはいけませんか。 

答．国税庁長官が全ての企業等に割り当てた番号です。「国税庁法人番号公表サイト」で自社の

番号を検索して、１３桁の番号を記載してください。必ず記載してください。 

 

 問２．申請者（申請書類に記載する代表者氏名）について、代表者から委任を受けた者（例

えば支社長、支店長本部長等）とすることは可能ですか。その場合は委任状の添付が必要

になりますか。 

答．登記上代表権が委任されている方や、委任状により権限移譲を受けている方であれば申請

者として記載可能です。委任を受けていることが確認できる委任状もしくは登記簿謄本の写

し等の書類を添付してください。 

 

 問３．教習所から見積書（A-3、B-3）が発行されませんが、どうしたらよいですか。 

答． 取得する免許等の教習費用等が確認できる教習所案内パンフレット等を提出してくださ

い。 

 

 問４．ネットバンキングやＡＴＭにより振込で支払を行っているため、支払を証する書類（A5

、C-4）として、領収書の写しが提出できません。どのようにしたらよいですか。   

答． 教習所等から領収証の発行を求めてください。通帳の写しやネットバンキングの入出金明

細書等の写しは書類として認められません。 
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 問５．補助金申請に係る宣誓書（A-8、B-4）の日付は、申請書の日付と同日でなければなりませ

んか。 

答．宣誓書の日付は、申請書と同日もしくは前日でお願いします。 

 

 問６．運送業を開始してから 1 事業年度が経過していないため、まだ運輸局に事業報告書を提

出していません。どのようにしたらよいですか。 

答．事業報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。事業開始後１

年未満で事業報告書を提出していない場合は、登記簿謄本（申請日から遡って３ヶ月以内に発行

されたもの）を提出してください。 

 

 問７．事業概況報告書（A-9、B-5）の代用として、貨物自動車運送事業実績報告書(第4号様式) 

を提出してもよいですか 

答．事業概況報告書は、運送事業者が中小企業者であることを証明するためのものです。従って、

直近の貨物自動車運送事業実績報告書に記載の従業員数で中小企業者であることが判断できる時

には、運輸支局等の受付印が確認できる貨物自動車運送事業実績報告書の写しでも可とします。 

 

 問８．代金支払い時に振込手数料を引いた額を振り込んでいる場合は、どのようにすればよいで

すか。（A-5、C-4） 

答． 支払を証する書類に、手数料分を差し引いて支払った旨を追記してください。その際、記入

者の所属会社名、氏名の記入と押印をお願いします。 

 

 

【５．実績報告】 
 

問１．交付決定を受けましたが、令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は

どうなりますか。 

答．令和６年１２月２５日までに実績報告が行えなかった場合は、補助を受けることができません。

なお、実績報告が行えない場合は、下記までお知らせください。 

 

■全日本トラック協会 補助金担当 

電話０３－６６３０－２３８８（9：00－17：00） ※2024 年 10 月 18 日まで 

  ０３－３３５４－１０６９（9：00－17：00 12：00－13：00 を除く） 

※2024 年 10 月 19 日以降 

 

 

【6．その他】 
 

 問１．申請受付期間内に申請数が予算額を超過した場合は、受付を締め切るのでしょうか。 

答． 申請書類は先着順に受け付け、申請が予算額に達する直前で受付を締め切ります。したが

って、申請数が予算額を超過した場合は受付最終日である 11/30（土）を待つことなく受付を

締め切ります。受付締切後に全ト協に到着した申請は受理いたしませんので、予めご了承くだ

さい。 

 

 問２．申請状況は毎日公表されますか。 

答． 毎日公表することは致しません。 

 

 問３．申請後に代表者や住所を変更した場合は、手続きが必要ですか。 

答． 事業計画変更承認申請書（様式第 18）に謄本等の写しを添付して、手続きを行ってくだ

さい。 
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 問４．補助金は誰に振り込まれますか。 

答．補助金は全ト協から申請者に直接振り込みます。  

 

 問５．申請書を提出した後はどのような流れになりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査を行います。先着順により補助金の「交付決定」を行い、書

留郵便により連絡します。交付決定前に申請書類の審査結果を連絡、回答することはできませ

ん。 

 

 問６．申請書を提出した後、交付が決定し、補助金が支払われるまで、どのくらいの期間が

かかりますか。 

答．書類を受け付けた後、書類審査の結果、交付決定通知を送付します。補助金の支払は 2025

年 2 月を予定しています。 

 

 問７．補助金の支払い時期はいつですか。 

答．補助金の支払は 2025 年 2 月を予定しています。 

 

 

※なお、Q&A の内容は掲載後、修正・変更させていただく場合があります。ご了承願います。 


